
令和３年１月 29日 

 

入札参加業者各位 

健康福祉局保険年金課 

質 問 回 答 書 

 

公 告 日 令和３年１月 18日（月） 

件  名 「国民健康保険に関する問合せコールセンター運営業務委託」 
 
上記に関する質問について次のとおり回答します。 

№ 設計書等該当箇所 質  問 回  答 

1 ３（１） 

委託予定期間は令和３年

４月１日（木）から令和３

年８月６日、履行期間は令

和３年６月 16 日から令和

３年７月 31 日となってお

りますが、研修等の準備期

間が令和３年４月１日から

令和３年６月 15 日までと

長期間であるのは、なぜで

しょうか。 

国民健康保険に関する問い合わ

せは内容が多岐に渡るため、長め

の研修等の準備期間を設定してい

ます。 

2 ３（１）ア 

前年は７月５日までだっ

た履行期間が今回は７月 31

日までと期間が長く設定さ

れております。今回と前年

で運用面等の変更があるの

でしょうか。 

令和３年度は７月に国民健康保

険被保険者証の一斉更新があるた

め履行期間は７月 31 日まで設定

しております。 

3 ３（１）エ（エ） 

前回のファクス受信件数

は何件でしょうか。件数が

少数の場合、貴市で直接受

信されることは検討されな

いでしょうか。また、受信

後電子メールにて報告とあ

りますが、個人情報を含む

内容となるため、電子メー

ルではなく、よりセキュリ

ティ対策した送信ツールの

使用は可能でしょうか。 

前回のファクス受信件数は３件

です。またコールセンターへのフ

ァクスについて本市で直接受信す

ることは想定しておりません。セ

キュリティ対策した送信ツールと

しては横浜市のファイル交換シス

テムを使用することができます。 



4 ５ 

委託者が用意する資料

（業務マニュアル・Q&A等）

は、いつ頃ご提供頂けます

か。また、委託者から業務

説明（研修）を受託者「責

任者及び責任者を代行でき

る者」に対し実施頂くこと

は可能でしょうか。 

業務マニュアル・Q&A 等の資料

は４月中に提供します。また委託

者から業務説明（研修）を直接受

託者に行うことは想定しておりま

せん。資料をご確認いただき、不

明点等あれば適宜対応いたしま

す。 

5 ７（２） 

配置人数の決定が履行開

始日の２週間前となってお

りますが、人員確保・調整

の観点より早めに調整させ

て頂くことは可能でしょう

か。 

可能です。 

6 ７（３） 

従事者の勤怠管理につい

て、必要に応じて貴市へ報

告するとありますが、どの

様なケースを想定している

でしょうか。 

労働基準法等の諸法令に違反す

るような勤務実態が疑われるよう

な場合には報告を求める場合があ

ります。 

7 10（２） 

責任者は、第３項の業務

に類似した業務での実務経

験を有する者とあります

が、「類似した業務」を明示

頂くことは可能でしょう

か。例えば、健康保険だけ

ではなく、介護保険等に関

わる業務経験があるなど。 

類似した業務は国民健康保険や

介護保険に限らずコールセンター

運営業務になります。 

8 問合せ想定件数 

「決通区配日」、「7 月額

通区配日」の意味をご教示

ください。 

「決通区配日」＝国民健康保険料

額決定通知書の発送予定日、「7月

額通区配日」＝７月の国民健康保

険料額通知書の発送予定日になり

ます。 

9 問合せ想定件数 

決通区配日：６月 15 日

（予定）、７月額通区配日：

７月 15日（予定）とあり、

ますが、「決通区配日」「７

月額通区配日」の決定はい

つでしょうか。 

令和３年４月１日には決定しま

す。 



10 問合せ想定件数 

「問合せ想定件数（入電

数）および令和２年度時間

帯別入電件数実績」の想定

入電件数が６月単月で前年

の約２倍となっている理由

をご教示ください。また７

月においても想定入電数が

令和２年度より 1 日当たり

約 3.8 倍の入電数で想定さ

れている理由をご教示くだ

さい。 

令和３年度保険料は税制改正や

コロナ禍のなどの影響で、より多

くの問合せが見込まれることから

昨年度実績より多くの問合せ想定

件数となっております。 

11 
令和２年度時間別入

電件数 

令和元年度の時間別入電

件数を提供してほしい。 

令和元年度の時間別入電件数は

別紙をご参照ください。 

 


